
議案第１３５号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり市

道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議決を求める。

  令和２年６月３日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

記

路 線 名 延 長

ｍ

幅 員

ｍ
起   点 終   点 重要な経過地

Ａ第８３７号線 85 38 4 50 

さいたま市桜区大字

白鍬字町田７２７番

１３地先 

さいたま市桜区大字

白鍬字町田７２７番

１５地先 

Ｄ 第６８９号線 49 85 4 00 

さいたま市桜区田島

三丁目１２６１番１

地先

さいたま市桜区田島

三丁目１２６１番６

地先

Ｊ第４９０号線 85 83 4 00 

さいたま市緑区原山

三丁目３６番５地先

さいたま市緑区原山

三丁目３３番１地先

１２８９９号線 24 34 4 00 
さいたま市北区今羽

町９６番９地先 

さいたま市北区今羽

町９６番１１地先 

１ ２９００号線 102 93 4 50 

さいたま市見沼区大

字蓮沼字薊ヶ谷戸７

５２番２地先

さいたま市見沼区大

字蓮沼字薊ヶ谷戸７

５０番１０地先

１２９０１号線 40 52 4 50 

さいたま市見沼区大

字蓮沼字薊ヶ谷戸７

５０番２０地先

さいたま市見沼区大

字蓮沼字薊ヶ谷戸７

５７番７地先

２２５９４号線 61 95 4 50 

さいたま市見沼区大

字大谷字稲荷１３７

番１２地先

さいたま市見沼区大

字大谷字稲荷１３７

番１地先

２２５９５号線 22 12 2 74 

さいたま市見沼区大

字御蔵字陣屋１２３

番２地先

さいたま市見沼区大

字御蔵字陣屋１２３

番３地先

３２９４１号線 106 40 4 00 

さいたま市西区大字

清河寺字天山７４０

番１０地先 

さいたま市西区大字

清河寺字天山７４０

番１０地先 

３ ２９４２号線 514 14 

6

～

11

65 

92 

さいたま市西区西大

宮一丁目２０４番４

４地先 

さいたま市西区大字

指扇字増永３５８０

番１地先 

３ ２９４３号線 41 70 6 00 

さいたま市西区大字

指扇字増永３５８０

番２地先 

さいたま市西区大字

指扇字増永３５８２

番７地先 

３ ２９４４号線 51 85 6 00 

さいたま市西区大字

指扇字増永３５８５

番１１地先 

さいたま市西区大字

指扇字増永３５８９

番５地先 



路 線 名 延 長

ｍ

幅 員

ｍ
起   点 終   点 重要な経過地

３２９４５号線 164 79 

7

～

11

50 

40 

さいたま市西区大字

指扇字増永３５８９

番５地先 

さいたま市西区西大

宮一丁目２０４番２

地先 

３ ２９４６号線 356 30 16 00 

さいたま市西区大字

指扇字古茂塚１７５

３番１地先

さいたま市西区大字

指扇字古茂塚１５２

５番地先

３２９４７号線 75 13 15 00 

さいたま市西区大字

指扇字古茂塚１５２

５番地先

さいたま市西区大字

指扇字古茂塚１５２

９番１地先

４１７０６号線 108 56 4 50 

さいたま市西区大字

西遊馬字上サ１４９

２番１地先

さいたま市西区大字

西遊馬字上サ１４９

６番１地先


